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大阪市産後ケア事業 業務委託仕様書 

 

１ 委託範囲 

受託事業者（以下、「事業者」という）は、大阪市産後ケア事業業務委託募集要項に

基づき、本市が承認した募集要項様式５「事業実施の基本計画書」の範囲において業務

を実施し、委託料を請求できるものとする。 

 

２ サービス利用者 

（１） 大阪市に住所を有する出産後１年未満の母親と１歳未満の乳児であって、産後ケ 

アを必要とする者、その他各区保健福祉センター所長が本事業の利用を適当と判断 

した者とする。里帰り出産を行う場合においては、住民票のある自治体から本事業の 

提供依頼（別紙様式）があった場合に限り、利用することができる。 

ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。 

①  母子のいずれかが感染症疾患に罹患している者 

➁  母親に入院加療の必要がある者 

③  母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者 

（２）前項の規定にかかわらず、流産や死産に伴うケアが必要な場合や低出生体重児など 

 乳児の入院が長期化する場合の母体管理、乳房相談、心理的なケアが必要な場合にお 

いては、母親のみの利用を妨げない。ただし、この場合は第４条第１項第３号に定め 

るアウトリーチに限るものとし、前項第 1 号から第 3 号に該当する場合を除く。 

   

 【事業者において留意すべき事項】 

・自院で出産された方の入院継続を目的に、産後ケア事業を利用してはならない。 

・自院で出産された方以外も受け入れること。 

  

３ 業務内容 

（１） 利用申込みの受付 

① 利用者から直接、利用希望の申込みを受付け、日程調整を行うこと。 

  ・「大阪市産後ケア事業利用登録承認通知書」（以下「承認通知書」という）の有

無確認（乳児の月齢、利用承認期間、サービス内容） 

  ・自院が届け出た受入可能月齢や受入可能人数を超えていないかの確認 

  ・利用可能日数の確認（利用期間内にすでに利用している日数を除く） 

・利用承認期間を確認し、利用日の決定 

※区保健福祉センターにて利用承認されていない場合、全額（委託料を含め）利 

用者負担となるため留意する。 

② 利用者へ来所時間、サービス提供内容、アレルギーの有無、必要な持ち物等の確

認をとり、利用料及びキャンセル料について説明し、同意を得ること。 

③ サービス開始時に「承認通知書」の内容を確認すること。承認通知書の持参がな

い場合、区保健福祉センターへ申請受理の事実確認をすること。 
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（２） サービス提供 

① ショートステイまたはデイケアは施設内において、アウトリーチは母子の居宅を

訪問し、次のサービスを提供すること。 

ア 産後の母体管理及び生活面の指導 

イ 乳房手当、乳房トラブルに関する相談 

ウ 授乳方法 

エ 沐浴および入浴方法 

オ 発育・発達に関すること 

カ 体重・排泄の観察 

キ スキンケアに関する相談 

ク 家庭に戻ってからの子育てや生活の仕方に関する相談及び指導 

ケ 産婦の心理面のケア 

コ その他の必要とする保健指導、栄養指導 

※「授乳・離乳の支援ガイド（令和元年 3 月）」「妊産婦メンタルヘルスケアマ 

ニュアル（令和 3 年 4 月）」「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針（令和 

3 年 3 月）」を参照すること 

 

② 下記の実施時間等を基本とし、開始時間、終了時間について、事業者は、利用者

の希望を踏まえたうえで決定する。なお、利用者の希望により、実施時間を短縮

した場合は、事業者は利用者から１日（回）当たりの利用料を徴収し、こども青

少年局へ委託料の請求を行うことができる。 

 

区分 実施時間等 

ショートステイ 

（宿泊型） 

入所時間午前 10 時から退所時間翌日午後７時までを

基本とし、１泊２日につき５食の食事及び①のア～コ

のサービスを提供する ※連泊可能 

デイケア 

（通所型） 

午前 10時から午後７時までの利用を１日の基本とし、

２食の食事及び①のア～コのサービスを提供する 

アウトリーチ 

（訪問型） 

午前 10 時から午後７時までの間のうち、３時間を 1

回の上限とし、①のア～コのサービスを提供する 

 

  ③ ショートステイ及びデイケアの実施にあたり、ショートステイの場合は５食（１ 

    泊２日の場合）、デイケアの場合は２食、母子の食事（５か月以上の児は離乳食） 

を提供する。ただし、離乳食については、利用者が提供を求めない場合には、こ 

の限りでない。 

④ ショートステイ及びデイケアの実施にあたり、乳児のおむつ、おしり拭き、哺乳 

瓶、粉ミルク及び母親の産褥パット、母乳パットについては、事業者が利用者へ 

無償で提供すること。ただし、利用者が提供を求めない場合には、この限りでな 

い。 

⑤ 各区保健福祉センターより情報提供があった場合は、利用者に関して配慮すべ 

き事項について対応すること。 
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⑥ 事業者は、責任をもってサービス提供を行い、利用者からサービスに関する苦 

情等があったときは、誠意をもって迅速かつ適切に対応すること。 

※対応経過については、本市へ速やかに報告すること。 

⑦ 利用料の自己負担額を徴収し、領収書を発行すること。 

  ※大阪市産後ケア事業以外の有償サービスを提供する場合は、利用者へ説明し、 

同意を得たうえで実施し、産後ケア事業とは分けて、その費用の徴収と領収 

書を発行すること。（例えば、間食やその他サービスに係る費用） 

⑧「承認通知書」の裏面＜施設・事業者記載欄＞サービス種別欄及び母子健康手帳 

の産後ケア記録欄に利用日と施設名を記入すること。 

⑨ 兄姉は基本的には利用者と同室で過ごし、兄姉の対応は利用者が行うものとする。 

⑩ 兄姉の受入れる場合には、寝具及び入浴またはシャワーを提供することとし、こ

れらにかか る費用については、利用者から徴収してはならない。ただし、入浴

またはシャワーの提供については、ショートステイ（宿泊型）に限る。 

 

（３） 実施報告 

① サービス提供後、「大阪市産後ケア事業実施報告書（実施要綱様式第７号）」を作

成し、月次で取りまとめて、翌月７日を目安に大阪市こども青少年局へ郵送する

こと。なお、緊急で支援すべき利用者がいる場合、速やかに、区保健福祉センタ

ーへ「引続ぎ連絡票（実施要綱様式第９号）」の項目に準じて電話等で報告すると

ともに、区保健福祉センターより文書による引継ぎの要望がある場合は、「引継ぎ

連絡票」を送付すること。 

② 「大阪市産後ケア事業実施報告一覧表（実施要綱様式第８号）」を作成し、大阪市

こども青少年局へメールにて提出し、履行確認後に請求書をもって、翌月 15 日

を目安に当月分の委託料を請求すること。「大阪市産後ケア事業実施報告一覧表

（実施要綱様式第８号）」及び請求書は、こども青少年局へメールにて送付するこ

と。なお、承認通知書に記載する利用期間や利用可能日数を超えるものは、本市

に委託料を請求できないため留意すること。 

 

（郵送・連絡先） 

〒530-8201 大阪市北区中之島 1 丁目 3 番 20 号（大阪市役所 2 階） 

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課母子保健グループ 

メールアドレス：sangocare@city.osaka.lg.jp 

 

 （４）その他 

① アウトリーチについては原則１日につき１回までを上限とする。また、同日

に複数の事業所利用及びサービスを受けることは出来ない。 

② 事業者は、利用予定者から日程の変更または中止する場合の連絡が、利用日の

前々日の午後５時までになかった場合に限り、利用者の自己負担額をキャンセル

料として徴収することができる。なお、サービスの実施がされなかった日の委託

料は発生しない。 

※予約の際にキャンセル料について、利用予定者に説明しておくこと 
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③ 利用料やキャンセル料の徴収は事業者の責任において行うものとし、徴収に要す

る経費等、負担の一切は事業者が負うものとする。 

④ ショートステイ・デイケアの個室利用については、利用者が個室を希望する場合

も、別途個室料を追加徴収できない。 

⑤ アウトリーチで利用者の居宅を訪問する際は、業務担当者は事業者が発行する身

分証明書を必ず提示しなければならない。 

⑥ （２）で定めるサービス提供内容以外を提供する場合（産後ケア事業の趣旨に沿

った内容及び短時間サービスに限る）は、利用者へ説明し、同意を得たうえで実

施し、その費用の徴収と領収証を発行すること。（例えば、間食やその他サービス

に係る費用） 

⑦ ショートステイ・デイケアの中で、やむを得ず一時的に児を別室で預かる場合は、 

母親や児のケアを行う者と預かっている児の見守りを行う者と複数体制がとれる 

よう調整を行うこと。 

⑧ こども青少年局が実施する本事業の実施に関わる打合せ等に参加すること。 

 

４ 事業実施に関する事項 

（１）業務の実施は、本市要綱要領の規定に基づいて行うものとし、関係法令を遵守する

こと。 

（２）事業者は、各区保健福祉センター、こども青少年局及び児童福祉・母子保健関係機

関等と連携・協力し事業を実施すること。 

（３）事業者は、次の関係書類を実施施設に備え付け、常時記録を保管し、各区保健福祉

センター又はこども青少年局がこれらの関係書類の提供を求めた場合には、本市

に提供しなければならない。利用者名簿、サービスに関する記録等は、当該実施年

度から５年間保存しなければならない。 

ア 委託契約書及び仕様書 

イ 会計関係書類 

ウ 人事労務関係書類 

エ 利用者関係書類 

オ その他必要書類 

（４）こども青少年局が提供を求めた情報については、必ず報告すること。また、報告し

た情報について変更が生じる場合には、速やかに連絡すること。 

（５）マニュアル等を整備し、業務担当者に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質

の向上に努めること。 

（６）事業者作成の安全管理マニュアル及び大阪市産後ケア事業に係る安全に関するマ

ニュアルを遵守するとともに、火災、事故、損傷等を防止して利用者及び業務担当

者の安全確保に努めること。 

（７）実施施設の食品衛生、環境衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる状態の

保持に努めること。 

（８）非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出そ

の他必要な訓練を実施すること。 
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５ 契約に関する事項 

（１）本市に提出した申請書類の内容に変更が生じる場合、大阪市産後ケア事業実施内容

変更確認書（様式７）を事前に提出すること。特に、受入可能月齢や利用人数等の

事業実施の基本計画書（様式５）の変更が必要な場合、変更書類を必ず提出するこ

と。実地調査の実施を求めることがあるため、対応すること。 

   本市の承認を受けていない内容でのサービス提供については、委託料支払いの対

象外となるため、留意すること。 

（２）年度ごとの契約更新にあたっては、「大阪市産後ケア事業業務委託契約更新確認書

（様式８）」及び「大阪市産後ケア事業業務委託事業者誓約書（様式２）」を提

出すること。事業実施内容に変更がなく、かつ、募集要項２（３）実施要件及

び３応募資格を満たしている場合は、本市と委託事業者において協議し、継続し

て契約することができる。   

（３）翌年度の更新の可否については、本市より通知する。なお、委託契約の継続に関し

ては、今後の大阪市の施策方針により変更される場合がある。 

 

６ 事故及び損害の責任 

  業務により生じた事故及び損害については、本市に故意または重過失のない限り、事

業者がその負担と責任において処理にあたるものとする。 

業務により生じた事故等について、速やかに大阪市こども青少年局に連絡し、書面で

報告しなければならない。特に、利用中の児の死亡等、重大事案が発生した時は、原則、

事案が生じた当日に「報告書」に基づき、電話で報告のうえ、報告書をメールで提出す

ること。ただし、休日や祝日等の場合においては、当日にメール、直近の営業日に速や

かに電話にて報告すること。 

 

７ 個人情報の取扱いに関する事項 

本事業に関して取り扱う個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び

「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」等関係法令を遵守するこ

と。特に、個人情報の適切な保管を徹底すること。万が一、紛失等不測の事態が生じた

場合は、速やかに大阪市こども青少年局へ報告するとともに、要因分析及び再発防止策

の検討・事業者内での周知を徹底すること。 

また、ＳＮＳ等に情報を掲載する場合は、不特定多数に拡散される情報であること、

閲覧者側の情報使用用途も制限できないことから、利用者の同意を得たうえで、利用者

と識別できない情報に加工し、事業者が作成する任意の媒体によってアップロードを行

なうこと。 

  

８ 再委託 

（１）業務委託契約書第 16 条第１項に規定する「主たる部分」とは、委託業務における

総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、事業者はこ

れを再委託することはできない。 

（２）事業者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務

の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 
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（３）事業者は、第１項及び第２項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面によ

り発注者の承諾を得なければならない。 

なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについ

ては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。 

（４）地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約の性質又は目的

が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、

発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の３分

の１以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質

上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若し

くはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。 

（５）事業者は、業務を再委託及び再々委託等（以下「再委託等」という。）に付する場

合、書面により再委託等の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託等

の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。 

なお、再委託等の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期

間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けて

いる者であってはならない。 

また、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第 12 条第３項に基づき、再委託等の相

手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を業務委託契約書第 16 条第

２項及び第 16 条の２第２項に規定する書面とあわせて発注者に提出しなければなら

ない。 

 

９ その他 

（１）本事業を利用するうえで、利用者が遵守すべき必要な事項については、利用申請時

に各区保健福祉センターにおいて周知する。 

（２）こども青少年局は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、

事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。 

（３）事業の運営に関しては評価を行い、必要に応じて研修等を実施し、質の向上を図る

ものとする。 

（４）この仕様書に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、事業者とこども青

少年局が協議し決定するものとする。 

 

 


